
支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）

記

１　競争入札に付する事項

（１）件　　名

（電子入札・電子契約方式対象案件）

（２）仕　　様 仕様書のとおり

（３）履行期限

（４）納入場所

２　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

（１）

（２）　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

（３）

（４）　下記４（２）に示す書類を所定の期日までに提出すること。

（５）

（６）

（７）

３　電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用

（１）本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。

　なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。

　また、落札者が紙媒体による契約手続を希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。

（２）システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。

４　入札方法

（１）入札方法

　　

入　札　説　明　書

　この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があればこの入札説明書を了知の上、入
札に参加されたい。

　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理

由がある場合に該当する。

　令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又

は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。

　下記６の提出期限の日から、下記９の開札の日までの間において、農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約

及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

　複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治29年法律第89号）上の組合に該当するも

の。以下同じ。）による参加も可とする。
　この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構

成する各団体（以下「構成員」という。）の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間

での契約締結書（又はこれに準ずる書類）（以下「規約書等」という。）を作成する必要があり、全構成員の中から

代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。

　なお、落札した場合は規約書等（写）を契約締結前までに提出すること。
　また、代表者は、上記（１）から（６）までの要件に適合していること並びに代表者を除く他の構成員について
は、上記（１）から（３）まで及び（５）から（６）までの要件に適合していることが必要であり、共同事業体に参
加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。

　経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

　入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者

から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。

　入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。

　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する

金額を入札書に記載すること。

　また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を

下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業

農林水産省農林水産技術会議事務局研究企画課

令和9年3月19日（金）



（２）提案書等の提出

ア．電子入札方式による場合

【電子調達システム】

　令和７・８・９年度　資格審査結果通知書のＰＤＦファイル

　入札書

　※入札書については、「入札（見積）書提出」画面にて提出すること。

【電子調達システム又は電子メール】

　提案書のＰＤＦファイル

　誓約書のＰＤＦファイル

　評価項目一覧のＰＤＦファイル

　共同事業体で参加する場合は、入札説明書別紙様式第４号の申込書のＰＤＦファイル

　※電子メールで提出する場合は、件名に整理番号【089007】を付したメールとすること。

イ．紙入札方式による場合

【郵便・信書便又は持参】

　入札書 １ 部 （委任状 １ 部）

　※入札書については、電子メールでの提出は不可とする。

【電子メール、郵便・信書便及び持参のいずれか】

　令和７・８・９年度　資格審査結果通知書のＰＤＦファイル

　提案書のＰＤＦファイル

　誓約書のＰＤＦファイル

　評価項目一覧のＰＤＦファイル

　共同事業体で参加する場合は、入札説明書別紙様式第４号の申込書のＰＤＦファイル

　紙入札による申出書のＰＤＦファイル　

５　契約条項を示す場所、入札説明書を取得する方法

（１）場所 入札説明書のとおり

ア  応札資料作成要領

イ  評価項目一覧

ウ  評価手順書

（２）取得方法

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101

　入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を

記載した評価項目一覧、令和７・８・９年度資格審査結果通知書（写）、共同事業体により参加する場合は入札参加申

込書（共同事業体）（入札説明書別紙様式第４号）及び入札書を、下記６に定める提出期限までに提出場所に提出する

こと。

　なお、提案書等の提出方法については以下のとおりとする。

（注）スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信するこ
と。

なお、郵便・信書便で提出する場合は、書留郵便等、配達の記録が残るものによる送付とする。

　入札説明書には、入札心得、入札書・委任状、仕様書、委託契約書（案）のほか、以下の書類を含
む。

　入札説明書は、調達ポータルの「調達情報の検索」にて必要な情報を入力又は選択し、本案件を検索
の上ダウンロードすること。

　　なお、別添の「電子メールを利用した書類の提出方法」を必ず確認の上、以下の宛先に送付すること。

　※電子メールで提出する場合は、上記ア．の提出方法に準じること。

※電子メール以外で提出する場合は、ＰＤＦファイルをＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ-Ｒに格納し提出すること（必ずウイ
ルス対策を施すこと。）。

メールアドレス：nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101


（３）入札説明会

①場　　所　　　　　　　 　　 　　 web方式（Teams）

②日　　時 午後1時30分

なお、本事業について、不明点がある場合には、下記14問い合わせ先に連絡すること。

６　入札書及び提案書等の提出方法及び提出期限

（１）提出方法 ア　電子入札方式による場合

イ　紙入札方式による場合

　農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階　ドアNo.本135）

（〒100-8950　東京都千代田区霞が関1-2-1）

宛てに持参、郵送又は信書便により提出する。

（２）提出期限 午後3時

７　提案会の場所及び日時

入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を実施する。

なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議して決定する。

（１）場　　所

（２）開 催 日

８　提案書等の審査

９　開札の場所及び日時

（１）場　　所 農林水産省大臣官房予算課入札室（本館１階　ドアNo.本151）

（２）日　　時 午前10時30分

10　入札の無効

11　入札保証金及び契約保証金

免除する。

12　契約書の作成の要否

契約締結に当たっては、委託契約書を作成するものとする。

　開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定ま

で時間を要することがある。

　また、上記8で不合格となった者の入札書は、開札しない。

　なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともある。

　入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記９の場所及び日時に行
う。

　証明書・提案書等提出画面上において提案書等を提出の上、入札書提出入力画面上において入札
書を作成し提出する。

令和8年3月18日（水）

令和8年3月27日（金）

令和8年2月18日（水）

開催については、有効な書類を提出した者に対して入札締切後に別途調整する。

　入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧（提案要求事項）に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定す

る。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。

　なお、審査については非公開とする。

　立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員にメールや電話等で
お知らせする。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

令和8年3月16日（月）

※　電子メールやＦＡＸ等は不可とする。また、郵便又は信書便による場合は配達の記録が残るよ
うにすること。

参加を希望する場合は、令和8年2月17日(火)17時までに応札資料作成要領４（１）ウに記載の連絡先に企業名、出席者、電

話番号を記載の上申し込むこと。

詳細は、申し込みのあった者に対して通知する。



13　落札者の決定方法

14　問い合わせ先

（１）（契約に関する照会窓口）

　　農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階　ドアNo.本135）

電　話： ０３－６７４４－７１６２

（２）（事業に関する照会窓口）

担　当： イノベーション戦略室技術安全推進班

電　話： ０３－３５０２－７４０８

15　その他

（１）

（２）本入札説明書に記載のない事項は入札心得による。

お知らせ
1

2

3

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成１９年農林水産省訓令第２２

号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するな

どの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ

（https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf）を御覧ください。

　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和２年７月17日閣議決定）に基づき、書面・押

印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

　農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。
　詳しくは調達ポータルホームページ（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101）をご覧くださ
い。

入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネス

と人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努め

ること。

農林水産省農林水産技術会議事務局研究企画課（本館６階 ドアNo.本664）

　予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のう

ち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方

法をもって落札者を定めるものとする。



別添 

電子メールを利用した書類の提出方法 

１．送信先 

農林水産省大臣官房予算課契約班 宛 

メールアドレス：nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信

の際は「@」に変更してください。 

２．送信メールの件名 

「整理番号・事業者名・○／○」としてください。 

例：012345・○○○○○(株)・1／3 

※ 整理番号は公示等に記載された番号を必ず記載してください。

※ ○／○は何分割の何番目のメールかを記載してください。（下記６参照）

３．メール本文への記載事項 

件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。 

４．メール容量 

本文を含め７MB です。（下記６参照） 

５．添付ファイルの形式及びファイル名 

ＰＤＦファイルの電子データ形式で提出してください。 

ファイル名は「整理番号・提出書類名・事業者名・○／○」としてください。

例１：012345・提案書・○○○○○(株) ・1／3 

例２：012345・企画提案書・○○○○○(株) ・1／3 

例３：012345・競争参加資格・○○○○○(株) ・1／1 

※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。

６．メール容量を超える場合の送信方法 

７MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。 

なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1／1」

や「1／3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。 

※ 圧縮ファイルは使用しないでください。

７．受信確認 

メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日

時にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場

合には、１の送信先（電話の場合：03-6744-7162）に連絡してください。 



入　札　心　得

（総則）
第１条

（入札等）
第２条

２

３

４ 

５ 　入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは入札することができない。
６ 　入札参加者は、提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。
７　

８　

（公正な入札の確保）
第３条  

２ 

３

（入札の取りやめ等）
第４条  

　　　
（無効の入札）
第５条

（１）
（２）
（３）

（４）　入札金額を訂正した入札書による入札
（５）　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
（６）

（７）　入札時刻に遅れてした入札
（８）

（９）  

　入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては
ならない。

　入札参加者（開札の立会いを含む。）が連合し、又は不穏な行動をする等の場合におい
て、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に
参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

　入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をする
ことはできない。

入札参加者は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７１条第１項の規定
に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。

　入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第３号）について入札前に確認
しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５
４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

　入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又
は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

　競争に参加する資格を有しない者のした入札
　委任状のない代理人のした入札
　記名のない入札書による入札（電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得し
ていない者のした入札）

　次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

　同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理
人が他の入札者の代理をした入札

　暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第３号）について、虚偽又はこれに反する行
為が認められた入札

　その他入札に関する条件に違反した入札

　農林水産省大臣官房参事官（経理）（以下「参事官」という。）の所掌に属する委託事
業の委託契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得による
ものとする。

　入札参加者は、あらかじめ入札の告示、仕様書及び委託契約書（案）等を熟知の上、入
札しなければならない。

　入札参加者は、入札書（別紙様式第１号）を、封かんの上、入札者の氏名（法人にあっ
ては法人名）、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなけれ
ばならない。

　ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書
を作成し、公告又は公示に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければなら
ない。

 　入札参加者は、代理人によって入札する場合には、入札開始前までに委任状（別紙様式
第２号）を提出しなければならない。



（開　札）
第６条　入札参加者（代理人を含む。）は、開札に立ち会うものとする。

２  

（落札者の決定）
第７条

（再度入札）
第８条

２

３
４

（同総合評価点の入札）
第９条

２

（契約書の提出）
第10条

２
３

４

（異議の申立）
第11条

（その他の事項）
第12条

　前項の場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者があるときは、こ
れに代わって入札事務に関係のない農林水産省大臣官房予算課職員を立ち会わせることに
より開札する。

　開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行
うことがある。この場合第１回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無
効とし、当該入札に係る第３回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第３回目以
降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。

　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７９条に基づいて作成された予定
価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目
の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が
定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。

　前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切るこ
とがある。

　第１項の入札には、第５条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。

　郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができな
いときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。

　落札となるべき同総合評価点の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより落
札者を定める。

　電子入札システムを使用しない入札で同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、直
ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。当該入札をした者のうちくじを
引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代
わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

　この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。

　落札者は、委託契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された委託契約書の案
に記名（電子契約書以外の場合は、押印が必要。）の上、落札決定の日から７日以内に契
約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が事情やむを得ないと認め
るときは、この期間を延長することができる。

　落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。

　契約担当官等は、落札者が第１項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当
該落札者を契約の相手方としないことがある。

　契約担当官等が入札公告等において、契約書を電磁的記録により作成することができる
こととした契約について、第１項の規定にかかわらず、電子調達システムにおいて契約担
当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押
印及び提出に代えることができる。

　入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、委託契約書案及び現場等につ
いての不明を理由として異議を申し立てることはできない。



別紙様式第１号

入　　札　　書

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所

商号又は名称

代表者氏名

￥
　ただし、

の代金額

（注）１　年月日は提出日を必ず記載すること。
入札書提出期限日を過ぎた日付を記載していた場合は、無効となる。

２　金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
３　金額の訂正をしないこと。
４　再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
５　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。
６　電子くじ番号は、任意の３桁の番号を記載すること。

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ
活動の展開委託事業

電子くじ番号

令和　　年　　月　　日

上記金額のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札いたします。



別紙様式第１号（代理人用）

入　　札　　書

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所

商号又は名称

代表者氏名

（ 代理人氏名 ）

￥
　ただし、

の代金額

（注）１　年月日は提出日を必ず記載すること。
入札書提出期限日を過ぎた日付を記載していた場合は、無効となる。

２　金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
３　金額の訂正をしないこと。
４　再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
５　（　　　　）内は、代理人が入札するときに使用すること。
６　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。
７　委任状は別葉にすること。
８　電子くじ番号は、任意の３桁の番号を記載すること。

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ
活動の展開委託事業

電子くじ番号

令和　　年　　月　　日

上記金額のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札いたします。



別紙様式第１号（復代理人用）

入　　札　　書

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所

商号又は名称

代表者氏名

（ 代理人氏名 ）

（ 復代理人氏名 ）

￥

　ただし、

の代金額

（注）１　年月日は提出日を必ず記載すること。
入札書提出期限日を過ぎた日付を記載していた場合は、無効となる。

２　金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
３　金額の訂正をしないこと。
４　再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
５　（　　　　）内は、代理人、復代理人が入札するときに使用すること。
６　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。
７　委任状は別葉にすること。
８　電子くじ番号は、任意の３桁の番号を記載すること。

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ
活動の展開委託事業

令和　　年　　月　　日

上記金額のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札いたします。

電子くじ番号



別紙様式第２号（代理人用）

委　　任　　状

　私は、　　　　　　を代理人と定め、支出負担行為担当官農林水産省大臣官房

参事官（経理）の発注する

に関し、下記の権限を委任します。

記

・入札及び見積に関する一切の権限

・復代理人の選定に関する一切の権限

住　　所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

（注）１　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。
２

令和　　年　　月　　日

日付は入札書記載年月日以前かつ紙入札による申出書記載年月日以後の日付と
すること。

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委

託事業



別紙様式第２号（復代理人用）

※ 復代理人による入札の場合は、代理人の委任状も必要です。

委　　任　　状

　私は、　　　　　　を復代理人と定め、支出負担行為担当官農林水産省大臣官房

参事官（経理）の発注する

に関し、下記の権限を委任します。

記

・入札及び見積に関する一切の権限

・復々代理人の選定に関する一切の権限

住　　所

商号又は名称

代表者氏名

代理人所属先住所

代理人所属先・役職

代理人氏名

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

（注）１　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。
２　日付は入札書記載年月日以前かつ紙入札による申出書記載年月日以後の日付と
　すること。

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委

託事業

令和　　年　　月　　日



別紙様式第３号

暴力団排除に関する誓約事項

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、

また、将来においても該当しないことを誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報

告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについ

て同意します。

記

１　契約の相手方として不適当な者

　（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

　場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

　である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

　（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

　規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を

　いう。以下同じ。）であるとき

　（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

　る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

　（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

　的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

　（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき

　（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２　契約の相手方として不適当な行為をする者

　（１）暴力的な要求行為を行う者

　（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

　（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

　（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

　（５）その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。



別紙様式第４号

入札参加申込書（共同事業体）

支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

【共同事業体代表者】

住　　所

名　　称

代表者役職氏名

　下記の委託事業について共同事業体により入札参加の申し込みをします。

　また、落札者となった場合は、契約締結前までに共同事業体の結成・運営等に関する

規約書等を作成し写しを提出します。なお、規約書等には、事業分担及びその考え方並

びに実施体制について、明確に記載します。

記

入札案件名：

１．共同事業体名：

２．共同事業体の構成員及び担当業務

代表者 〒

構成員 〒

構成員 〒

構成員 〒

（注意） 本様式は共同事業体で参加する場合のみ提出すること。

住所及び商号又は名称 分担事業内容

令和　　年　　月　　日

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託
事業



（参　　考）

支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所

名　　称

代表者役職氏名

下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で

　の参加をいたします。

記

１. 入札案件名：

２. 電子調達システムでの参加ができない理由

３．今後の契約において、電子調達システムを利用する予定はあるか

□ある 時期：

□ない 理由：

４. 担当者の連絡先

氏　　名

住　　所

所　　属

電話番号

E-Mail

紙入札による申出書

令和　　年　　月　　日

電子入札対象案件における紙入札方式での参加について

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託
事業



（参　　考）

支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所

名　　称

代表者役職氏名

下記の落札案件について、電子調達システムを利用しての契約手続きができないため、紙媒体

　により契約手続きを行うことを申し出ます。

記

１. 落札案件名：

２. 電子調達システムでの契約ができない理由

３．今後の契約において、電子調達システムを利用する予定はあるか

□ある 時期：

□ない 理由：

４. 担当者の連絡先

氏　　名

住　　所

所　　属

電話番号

E-Mail

電子契約対象案件における紙契約手続きについて

紙契約方式による申出書

令和　　年　　月　　日

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託
事業



別紙様式第１号

入　　札　　書

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所 東京都××区×××１－２－１

商号又は名称 株式会社△△△△△△△

代表者氏名 代表取締役　●●　●●

￥
　ただし、

の代金額

（注） １　年月日は提出日を必ず記載すること。

入札書提出期限日を過ぎた日付を記載していた場合は、無効となる。

２　金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

３　金額の訂正をしないこと。

４　再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。

５　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。

６　電子くじ番号は、任意の３桁の番号を記載すること。

令和●●年●●月●●日

令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

上記金額のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札いたします。

電子くじ番号

この様式は、紙入札で使用する様式です。電子入札をする場合は使用しません。
※証明書や提案書を電子で提出する際に、この様式によって作成したものも併せて添付する間違い

がありますので、ご注意ください。

日付は提出日を記載する。

郵送する場合は、発送日を記載する。

※開札日を記載した場合は無効となるためご注

意ください。

電子くじ番号は、入札者が自由に決めた数字を記載してください。

住所、商号又は名称、代表者氏名を記載する。

入札書類の記載方法及び注意事項



別紙様式第１号（代理人用）

入　　札　　書

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所 東京都××区×××１－２－１

商号又は名称 株式会社△△△△△△△

代表者氏名 代表取締役　●●　●●

代理人氏名 ■■　■■

￥
　ただし、

の代金額

（注） １　年月日は提出日を必ず記載すること。

入札書提出期限日を過ぎた日付を記載していた場合は、無効となる。

２　金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

３　金額の訂正をしないこと。

４　再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。

５　（　　　　）内は、代理人が入札するときに使用すること。

６　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。

７　委任状は別葉にすること。

８　電子くじ番号は、任意の３桁の番号を記載すること。

令和●●年●●月●●日

令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

上記金額のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札いたします。

電子くじ番号

住所、商号又は名称、代表者氏名を記載する。

代理人が入札する場合は、代理人氏名欄に代理人の氏名を記載する。

※押印省略可

電子くじ番号は、入札者が自由に決めた数字を記載してください。



別紙様式第１号（復代理人用）

入　　札　　書

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所 東京都××区×××１－２－１

商号又は名称 株式会社△△△△△△△

代表者氏名 代表取締役　●●　●●

代理人氏名 ■■　■■

復代理人氏名 ◆◆　◆◆

￥

　ただし、

の代金額

（注） １　年月日は提出日を必ず記載すること。

入札書提出期限日を過ぎた日付を記載していた場合は、無効となる。

２　金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

３　金額の訂正をしないこと。

４　再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。

５　（　　　　）内は、代理人、復代理人が入札するときに使用すること。

６　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。

７　委任状は別葉にすること。

８　電子くじ番号は、任意の３桁の番号を記載すること。

令和●●年●●月●●日

令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

上記金額のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札いたします。

電子くじ番号

住所、商号又は名称、代表者氏名を記載する。

代理人が入札する場合は、代理人氏名欄に代理人の氏名を記載する。

復代理人が入札する場合は、代理人と復代理人の氏名を記載する。

※押印省略可

電子くじ番号は、入札者が自由に決めた数字を記載してください。



別紙様式第２号（代理人用）

委　　任　　状

　私は、■■　■■を代理人と定め、支出負担行為担当官農林水産省大臣官房

参事官（経理）の発注する

に関し、下記の権限を委任します。

記

・入札及び見積に関する一切の権限

・復代理人の選定に関する一切の権限

住　　所 東京都××区×××１－２－１

商号又は名称 株式会社△△△△△△△

代表者氏名 代表取締役　●●　●●

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

（注） １　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。

２　日付は入札書記載年月日以前かつ紙入札による申出書記載年月日以後の日付と

　すること。

令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

令和▲▲年▲▲月▲▲日

委任状の日付 令和▲▲年▲▲月▲▲日は、

入札書の日付 令和●●年●●月●●日以前の日付にする。

（入札書を同じ日でも問題ありません。）

※押印省略可



別紙様式第２号（復代理人用）

※ 復代理人による入札の場合は、代理人の委任状も必要です。

委　　任　　状

　私は、◆◆　◆◆を復代理人と定め、支出負担行為担当官農林水産省大臣官房

参事官（経理）の発注する

に関し、下記の権限を委任します。

記

・入札及び見積に関する一切の権限

・復々代理人の選定に関する一切の権限

住　　所 東京都××区×××１－２－１

商号又は名称 株式会社△△△△△△△

代表者氏名 代表取締役　●●　●●

代理人所属先住所 東京都××区×××１－２－１

代理人所属先・役職 〇〇営業課　課長

代理人氏名 ■■　■■

支出負担行為担当官

　農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

（注） １　用紙の大きさはＡ４とし、縦長に使用すること。

２　日付は入札書記載年月日以前かつ紙入札による申出書記載年月日以後の日付と

　すること。

令和▼▼年▼▼月▼▼日

令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

※押印省略可

復代理人の委任状の日付 令和▼▼年▼▼月▼▼日は、

代 理 人の委任状の日付 令和▲▲年▲▲月▲▲日以後の日付で、

入 札 書の日付 令和●●年●●月●●日以前の日付にする。

（代理人の委任状又は入札書と同じ日でも問題ありません。）



別紙様式第３号

暴力団排除に関する誓約事項

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、

また、将来においても該当しないことを誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報

告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについ

て同意します。

記

１　契約の相手方として不適当な者

　（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

　場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

　である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

　（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

　規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を

　いう。以下同じ。）であるとき

　（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

　る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

　（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

　的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

　（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき

　（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２　契約の相手方として不適当な行為をする者

　（１）暴力的な要求行為を行う者

　（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

　（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

　（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

　（５）その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。



別紙様式第４号

入札参加申込書（共同事業体）

支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

【共同事業体代表者】

住　　所 東京都××区×××１－２－１

名　　称 株式会社△△△△△△△

代表者役職氏名 代表取締役　●●　●●

　下記の委託事業について共同事業体により入札参加の申し込みをします。

　また、落札者となった場合は、契約締結前までに共同事業体の結成・運営等に関する

規約書等を作成し写しを提出します。なお、規約書等には、事業分担及びその考え方並

びに実施体制について、明確に記載します。

記

入札案件名：

１．共同事業体名：

２．共同事業体の構成員及び担当業務

代表者 〒

構成員 〒

構成員 〒

構成員 〒

（注意） 本様式は共同事業体で参加する場合のみ提出すること。

令和■■年■■月■■日

令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

住所及び商号又は名称 分担事業内容

※押印省略可

入札参加申込書（共同事業体）の日付 令和■■年■■月■■日は、

入 札 書の日付 令和●●年●●月●●日及び

委 任 状の日付 令和▲▲年▲▲月▲▲日以前の日付にする。



（参　　考）

支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所 東京都××区×××１－２－１

名　　称 株式会社△△△△△△△

代表者役職氏名 代表取締役　●●　●●

下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での

　参加をいたします。

記

１. 入札案件名：

２. 電子調達システムでの参加ができない理由

×××××××××××のため

３．今後の契約において、電子調達システムを利用する予定はあるか

時期： 〇年△月から

理由：

４. 担当者の連絡先

氏　　名 ××　××

住　　所 東京都××区×××１－２－１

所　　属 ×××営業課

電話番号 ××－××××－××××

E-Mail ×××××××＠×××.××.××

令和■■年■■月■■日

電子入札対象案件における紙入札方式での参加について

令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

紙入札による申出書

紙入札による申出書の日付 令和■■年■■月■■日は、

入 札 書の日付 令和●●年●●月●●日及び

委 任 状の日付 令和▲▲年▲▲月▲▲日以前の日付にする。

※押印省略可

ある

ない



（参　　考）

支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）　殿

住　　所 東京都××区×××１－２－１

名　　称 株式会社△△△△△△△

代表者役職氏名 代表取締役　●●　●●

下記の落札案件について、電子調達システムを利用しての契約手続きができないため、紙媒体

　により契約手続きを行うことを申し出ます。

記

１.

２. 電子調達システムでの契約ができない理由

×××××××××××のため

３．今後の契約において、電子調達システムを利用する予定はあるか

時期： 〇年△月から

理由：

４. 担当者の連絡先

氏　　名 ××　××

住　　所 東京都××区×××１－２－１

所　　属 ×××営業課

電話番号 ××－××××－××××

E-Mail ×××××××＠×××.××.××

紙契約方式による申出書

令和🔷🔷🔷🔷年🔷🔷🔷🔷月🔷🔷🔷🔷日

電子契約対象案件における紙契約手続きについて

落札案件名： 令和□年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委託事業

ある

ない

落札者は契約締結時までに提出するものとする。

紙契約方式による申出書の日付 令和 年 月 日は、開札日以

降の日付にする。

※押印省略可



※疑義が生じた場合は、個別にご連絡ください。

各様式と日付の関係（委託契約の一般的な場合）

以下の例以外でも、各様式の順番に整合性が取れていれば問題ありません。

1 紙入札による申出書

２ 証明書

証明書締切日

３ 委任状（代理人）

４ 委任状（復代理人）

５ 入札書

入札書締切日

開札日

● 各様式の日付は１から順番の日付になりま

す。

● 前後の書類とは、締切日を超えない範囲で

あれば、同じ日付でも問題ありません。



参考

入札書封筒記載例

（表） （裏）

商 号 又 は 名 称

住 所

電 話 番 号

［注意]１ 入札書のみを入れてください。

２ 社名等の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。
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〆



郵送封筒記載例

（表） （裏）

1 0 0 8 9 5 0

商 号 又 は 名 称

住 所

電 話 番 号

［注意]１ ※「入札書在中」は朱書としてください。

２ 入札書封筒、提案書等及び委任状（代理人が入札を行う場合に限る。）を

入れてください。

３ 社名等の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。
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仕 様 書 

 

１ 事業名 

  令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業 

 

 

２ 目的 

品種改良加速技術（ゲノム編集技術）等の先端技術の社会実装に向けて、専門家と消費者や関係業

界とのサイエンスコミュニケーション等を実施するとともに、国民向けに先端技術を平易に伝える解

説動画等のコンテンツを作成し、広く国民に情報発信等を行い、消費者理解の向上を図る。 

 

 

３ 業務内容 

  本事業においては、次の（１）から（５）までに掲げる内容を実施すること。 

 

（監督職員の定義） 

 農林水産技術会議事務局研究企画課イノベーション戦略室（以下「事業担当部署」という。）担当職員

（以下「監督職員」という。） 

「監督職員」とは、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めた職員

であり、受託者の履行に関して、立ち合い、指示その他適切な方法により監督を行うものとする。 

また、受託者は監督職員から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合は、速やか

に提出するものとする。本事業の各業務の実施に当たっては、監督職員と十分な調整を図った上で、具

体的な手法・内容を決定すること。 

なお、監督職員及び検査職員は別途「監督・検査職員通知書」により通知する。 

 

（１）専門家による消費者・関係業界への出前講座の実施   

①事業の対象 

次の表の対象者の全部又は一部を対象とした出前講座を実施すること。また、実施機関数の

目標は記載のとおりとする。ただし、②の出前講座の提案内容により、機関の数以上に十分な

波及効果が見込める場合には、実施機関数が 24機関程度に満たなくとも良いこととする。 

内容 対象者 実施機関数の目標 

品種改良加速

技術（ゲノム

編集技術） 

・情報拡散という観点から卒業後の進路

（学校・病院等の栄養士、食品製造加工

企業の食品開発者等）も踏まえ、家政

学・食物学（栄養学及び食物学等も含

む）系、調理系の学生を中心として、そ

の他、農学系及び生物系、人文系の学

生・生徒等 

・消費者団体等 

・農林水産物・食品の販売・流通の各段階

で重要な役割を果たす販売・流通企業、

生産者団体等 

・24機関程度 

 

 

②出前講座の開催 

・ 出前講座の開催に当たり、次のアからオの内容を含む具体的な企画提案を行うこと。なお、

出前講座の対象者、周知方法、内容、実施方法等について、受託者からの積極的な提案を歓



2 

迎する。 

ア 受託者は、品種改良加速技術（ゲノム編集技術）に関する情報提供及び意見交換を主な内

容とする出前講座等のサイエンスコミュニケーションを教育機関、消費者団体又は関係業

界等と連携して開催すること。 

イ 開催に当たっては、実施先に応じて、品種改良加速技術（ゲノム編集技術）の仕組み、研

究開発事例、規制等に精通した専門家を説明者として派遣し、科学的知見から分かりやすく

説明するとともに、双方向のコミュニケーションにより参加者からの疑問に丁寧に応える

ものとなるようにすること。 

ウ 開催方法については、実施先の要望により、対面、オンライン（オンデマンド配信の併用

も可とする）開催のいずれかの方法で行うこと。 

エ 出前講座の開催に当たり、周知を広く積極的に行うこと。 

オ 出前講座の各回において技術に対する理解度（※１）及び受容度効果（※２）を測定する

こと。 

（※１）理解度：アウトリーチ活動実施後、参加者が品種改良加速技術（ゲノム編集技術）

に関する設問に正答した割合をいう。 

（※２）受容度効果：アウトリーチ活動実施後、参加者が品種改良加速技術（ゲノム編集

技術）に対しより肯定的に変化した割合をいう。 

算出は、本アウトリーチ活動にともない実施するアンケートにより行うこと。 

 

③出前講座の開催運営に係る作業等 

・開催に当たっては、次のアからカの開催運営に係る作業全般を行うこと。 

ア 出前講座の開催先の募集 

イ 開催先及び説明者との日程調整、開催方法（対面形式、オンライン形式、対面形式とオン

ライン形式の併用、オンデマンド形式等）の調整、講義に当たり必要な品等の調整。 

ウ 説明者への説明資料の作成依頼、事業担当部署への説明資料の事前確認。 

エ 会場設営・撤収、議事の進行、配布資料（議事次第、説明資料、参加者の理解度及び受容

度を把握するためのアンケート）の作成・印刷・会場搬入・配布、会場撮影、参加者アンケ

ートの回収、議事概要の作成、参加者アンケートの集計・分析。 

オ 当日派遣する説明者の旅費及び謝金、会場借上費等、開催運営に係る一切の経費を負担す

ること。 

カ 開催後は、毎回、別紙様式（実施結果の概要）を速やかに作成し、出前講座の説明者等の

確認を受けた上で事業担当部署に報告すること。 

 

（２）消費者とのオープンラボ交流会の実施 

   ①事業の対象 

  一般消費者 

 

 ②オープンラボ交流会の開催 

・ 品種改良加速技術（ゲノム編集技術）を活用した研究に取り組む研究施設で開催するオープ

ンラボ交流会について、次のアからオの内容を含む具体的な企画提案を行うこと。なお、同

交流会の周知方法、内容、実施方法等について、受託者からの積極的な提案を歓迎する。 

ア オープンラボ交流会は原則として２回以上開催すること。ただし、研究施設の受入可否状

況等を鑑み、開催回数については事業担当部署と相談の上、決定すること。 

イ 次の（ア）から（ウ）の内容を含む交流会の企画提案をすること。 

     （ア）専門家による研究内容等の丁寧な説明 

     （イ）研究施設の見学 
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     （ウ）参加者と研究者との意見交換 

ウ 開催内容等については、事業担当部署と相談の上、決定すること。 

エ 報道機関に取り上げられるような交流会となるように企画すること。 

オ 積極的な情報発信を行い集客率の高い交流会となるように企画すること。 

 

③開催運営に係る作業等 

・開催に当たっては、次のアからケまでの作業全般を行うこと。 

ア 開催場所の選定及び調整 

イ 参加者の募集に係る事務（広報活動・参加受付等） 

ウ 見学受入れ先との事前の打合せ及び見学施設の確認 

エ 施設見学における説明者との日程調整 

    オ 開催当日に使用する資料について、説明者へ作成依頼をするとともに、作成された資料に

ついては事業担当部署に事前に確認すること。 

    カ 開催当日の会場設営・撤収、議事の司会進行、配布資料（議事次第、説明資料、参加者の

理解度・受容度及び商品化を見据えた意見等を把握するためのアンケート）の作成・印刷・

会場搬入、会場撮影、参加者アンケートの回収、議事概要の作成、参加者アンケート調査の

集計・分析 

    キ 説明者への謝金、バス借上費、会場費等も含めた開催運営に係る一切の経費について負担

すること。 

    ク 開催後の報道機関に取り上げられた結果や、インターネット上の反応について取りまとめ、

開催後営業日３日以内に報告すること。 

ケ 開催後は、別紙様式（実施結果の概要）を速やかに作成し、オープンラボ交流会での説明

者等の確認を受けた上で事業担当部署に報告すること。 

 

      

（３）分かりやすいコンテンツの制作、情報発信 

①事業の対象 

    一般消費者 

   

  ②内容 

・ 品種改良加速技術（ゲノム編集技術）について、消費者向けにわかりやすく解説したコンテ

ンツの制作及び効果的な情報発信の方法について企画提案すること。一般消費者へ向けて

広く効果的に周知される手法も提案し、実行すること。 
・ コンテンツとしては、例えば、品種改良加速技術（ゲノム編集技術）の内容や当該技術の利

用による社会への貢献等について分かりやすく解説した漫画、リーフレット、動画（実写で

もアニメーションでも可。）等を想定しているが、制作するコンテンツの種類・内容等につ

いて、受託者からの積極的な提案を歓迎する。なお、漫画等の制作に当たっては、原則とし

て過去に同様の委託事業で作製した既存キャラクターを活用すること。 
・ コンテンツの制作は事業担当部署と相談しながら進めること。 

 

   ③実施に係る作業等 

・ 実施に当たっては、次のアからエの作業全般を行うこと。 

   ア 作成するコンテンツ及び情報発信内容の企画、事業担当部署への事前確認。 

    イ 動画の撮影費、取材費及び人件費、取材に係る旅費、コンテンツ制作及び情報発信等に係

る一切の経費を負担すること。 

ウ 情報発信に対するアクセス解析レポート等、消費者の反応がわかる分析結果を事業担当部
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署へ提供すること。 

    エ 情報発信の一環として、「消費者の部屋」展示（※３）に係る経費を負担すること。なお、

費用の内訳は展示物の購入費、運送費であり、購入品については事業担当部署へ納品するこ

と。具体的な内容については監督職員と協議の上、決定すること。 

（※３）「消費者の部屋」展示 

農林水産省「消費者の部屋」において、週ごとに農林水産業に関する幅広いテーマを取り

上げた展示を実施。 

     「消費者の部屋展示」の URL 

     https://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html 

 

④留意事項 

・ 動画を作成する場合については、以下のア及びイにより作成すること。 

   ア 動画コンテンツの規格 

・ WMV形式又は MP4形式のアスペクト比 16：９のフル HD動画とすること。 

・ 表現技法については、アニメーション、CG、実写等から最適なものを選択すること。 

・ 動画を撮影する場合は、業務用デジタルカメラ DVCAM と同等又はそれ以上の機能を有する

機器を使用すること。 

・ 聴覚障がい者用のテロップ等、障がい者が動画を視聴できるようにすること。 

   イ 編集 

・ 受託者は、内容について視聴者に分かりやすく伝えるために、アニメーション、CG、実写及

びテロップ等を駆使した映像を作成の上、編集を行うこと。 

・ 映像作成に当たっては、農林水産省の広報制作物等の統一ルールを定めた別添１「農林水産

省の広報に関するガイドライン」の規定に準ずること。 

・ 編集は、音楽、ナレーション及び効果音等を取り入れ、視聴覚的効果を持たせた構成内容と

すること。 

 

（品種改良加速技術（ゲノム編集技術）の既存コンテンツ参考 URL） 

  ・動画 

   https://www.youtube.com/watch?v=rFumYyipuKk 

  ・漫画 

   genom_editting-20.pdf 

  ・リーフレット 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genome_editing_leaflet/genome_editing_leafle

t.html 

 

 

（４）アンケート調査・分析 

  ①事業の対象 

    一般消費者 

 

②内容 

   ・消費者の品種改良加速技術（ゲノム編集技術）等に対する意識を調べるため、一般消費者等へ

大規模なアンケート調査及び分析を実施すること。なお、調査の規模は２千名程度を想定して

いる。 

・アンケートの内容等については、事業担当部署と相談の上、決定すること。 

 

https://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=rFumYyipuKk
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/attach/pdf/genom_editting-20.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genome_editing_leaflet/genome_editing_leaflet.html
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genome_editing_leaflet/genome_editing_leaflet.html
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③実施に係る作業等 

・ 調査に当たっては、次のアからエの作業全般を行うこと。 

  ア アンケート調査実施方法の検討 

    イ アンケート調査実施先からの問い合わせ対応 

ウ アンケートの作成・配布・回収・集計・分析 

    エ 調査員の旅費・謝金、または、専門の調査会社等にアンケートを行わせる場合は、それに

必要な経費等、アンケート調査・分析等に係る一切の経費を負担すること。 

 

 

（５）食品製造、流通業者等による検討会の実施 

  ①内容 

・ 品種改良加速技術（ゲノム編集技術）により得られた食品が広く流通する上での課題や課題克

服に向けた方策等について、食品製造、流通業者等の関係者による検討会を令和９年２月まで

に２回以上実施し、検討会報告書をまとめること。 
・ 検討会の内容等については、例えばアからイのように想定しているが、受託者からの積極的な

提案を歓迎する。 

ア 構成メンバー 

      食品メーカー、小売店等流通業者、関係団体、学識経験者等（全体で５～７名程度） 

    イ 議題 

・品種改良加速技術（ゲノム編集技術）により得られた食品の市場動向 

・品種改良加速技術（ゲノム編集技術）により得られた食品が広く流通する上での課題 

・課題の克服に向けた方策 

・ 検討会の運営は事業担当部署と相談しながら進めること。 

・ 検討会開催後は、毎回、議事概要を速やかに作成し、出席者の確認を受けた上で事業担当部署

に報告すること。 

・ 検討会の検討結果をとりまとめ、検討会報告書を事業担当部署に提出すること。 

 

②実施に係る作業等 

次のア～オの作業全般を行うこと。 

ア 開催場所及び参加者との日程調整、開催方法（対面形式、オンライン形式、対面形式とオン

ライン形式の併用）の調整。 

イ 配布資料の検討・作成、事業担当部署への配布資料の事前確認 

ウ 会場設営・撤収、議事の進行、配布資料の印刷・会場搬入・配布、議事概要の作成 

エ 検討会報告書の作成 

オ 参加者の旅費及び謝金、会場借上費等、開催運営に係る一切の経費を負担すること。 

 

 

４ 契約期間 

  契約締結日～令和９年３月 19日（金） 

 

 

５ 事業実績報告書及び成果物 

  事業期間中及び事業が終了した際に納入する報告書等については、以下のとおりとする。 

（１）提出時期等 

  ・ 事業実績報告書 

   本事業を終了したとき（本事業を中止し、又は廃止したときを含む。）は、委託事業実績報告書
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を提出すること。なお、提出期限は令和９年３月 19日（金）までとする。 

・ 成果物等 

以下の成果物等を令和９年３月 19日（金）までに監督職員に提出すること。 

・以下の①から③の内容を含む成果物 印刷物１部及び DVD等のメディア（※４）１部 

・情報発信コンテンツのデータが保存された DVD等のメディア（※４） １部 

（※４） 納品するメディアは、ウィルスチェックを行った上で、これに関する情報（ウィル

ス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等）を記載したラベルを添付す

ること。 

・みどりチェック実施状況報告書 １部 

 

①事業活動実績 

  ア 政策目標達成結果 

  イ 活動実績の概要 

  （ア）専門家による消費者・関係業界への出前講座の実施 

  （イ）消費者とのオープンラボ交流会の実施 

  （ウ）分かりやすいコンテンツの制作、情報発信 

  （エ）アンケート調査・分析 

  （オ）食品製造、流通業者等による検討会の実施 

  ウ 年間活動（スケジュール）実績 

 

②事業実施体制 

  ア 事業実施者一覧（事業統括者、事業担当者、経理担当者等の業務担当別に記載） 

  イ 事業実施体制図 

 

③事業成果（目標達成度、事業効果検証） 

  ア 総括（成果、課題等） 

  イ 出前講座の結果の取りまとめ及び分析 

  ウ オープンラボ交流会の結果の取りまとめ及び分析 

  エ 制作した分かりやすいコンテンツ、情報発信の結果及び分析 

  オ アンケート調査の結果の取りまとめ及び分析 

  カ 食品製造、流通業者等による検討会の取りまとめ及び分析（検討会報告書） 

  キ 反省・課題とその改善策・対応等（案） 

 

（２）提出場所 

   〒100-8950 

   東京都千代田区霞が関１－２－１ 

   農林水産省農林水産技術会議事務局研究企画課イノベーション戦略室 ドア No.本 664 

 

（３）過去の実績報告書等  

  以下のホームページを参照すること。 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genom_editting/outreach.html 
 

６ 事業実施に当たっての留意事項 

（１）受託者は、提案書のとおり事業を実施すること。 

（２）受託者は本事業を優先して行える担当者を置くこと。 

（３）受託者は、本事業の実施スケジュール及び実施体制を契約締結後速やかに監督職員に提出するこ

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genom_editting/outreach.html
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と。 

（４）監督職員は、本事業の目的を達成するために必要な指示を受託者に行えるものとし、受託者は本

事業の実施に当たって、監督職員と十分な協議を行うこと。 

（５）受託者は、本事業の進捗状況等について、月に 1回以上報告を行うほか、監督職員の求めに応じ

て報告を行うこと。報告に当たっては、「メール」又は「オンライン会議」とすることも可能とす

る。 

（６）受託者は、情報セキュリティの確保に万全を務めることとし、特に、次の点に注意すること。 

①本委託事業の実施に当たり、情報漏洩防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための

体制を整備し、セキュリティマニュアル等を作成して適正な情報等の管理を行うこと。 

②本委託事業の実施に当たり、外部と接続しているパソコンを利用する場合には、ファイアウォ

ールの設定等、本委託事業に係る情報が不正に外部に流出しないよう、適正なセキュリティ対策

を講じるとともに、適正な情報等の管理に係る措置を講じること。 

③情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかに事業担当部署（監督職員）に報

告し、今後の対応方針について協議すること。 

（７）応募資格は、 次の各号の全てに該当する者とする。 

 ①予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 70条の規定に該当しない者。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているも

のは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 ②予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。 

 ③令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」の「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされた者。 

 ④農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領（平成 26

年 10月 17日付 26経第 879号大臣官房経理課長通知）に基づく指名停止を受けている期間中で

ないこと。 

⑤経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

⑥複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治 29年法律第 89号）

上の組合に該当するもの。以下同じ。）による参加も可とする。 

 この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体

制等を明確にした、構成する各団体（以下「構成員」という。）の全てから同意を得た規約書、

全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類。以下「規約

書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事

業に係る企画競争の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 

また、代表者及び構成員は、上記①から⑤の要件に適合している必要があり、代表者は契約候

補者に決定した場合は規約書等を契約締結前までに提出すること。 

なお、共同事業体に参加する構成員は、本企画競争において他の共同事業体の構成員となるこ

と又は単独で参加することはできない。 

（８）受託者は、本仕様書に定めのない事項及び疑義等が生じた事項については、速やかに事業担当部

署（監督職員）と協議し、迅速・柔軟に対応すること。 

（９）受託者は、実施内容を変更する場合については、事業担当部署と適宜協議を行い、必要に応じ、

委託契約書に則った手続を行うこと。 

（10）受託者は、事業の実施に当たって再委託を行う場合は、再委託先及び再委託金額について、別に

定める再委託承認申請書に記載し、農林水産省に提出の上、承認を得ること。承認を得ない限り再

委託を行ってはならない。 

（11）一括再委託並びに総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等の業務の再委託は禁

止する。 

（12）本事業における人件費の算定に当たっては、別添２「委託事業における人件費の算定等の適正化



8 

について」に従うこと。 

（13）本事業に係る収支を明らかにした帳簿及び当該収支についての証拠書類又は証拠物を、本事業終

了年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。 

（14）本事業において、備品・機械類（原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価

格が５万円以上の物品）の購入は認めない。 

（15）受託者は、本事業により納入された著作物に係る一切の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 

号）及び著作者人格権を行使しないものとすること。 

（16）受託者は、第三者が権利を有する著作物を利用する場合は、原著作者の著作権及び肖像権等の取

扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとす

ること。 

（17）受託者は、農林水産省が成果物を活用する場合及び農林水産省が認めた場合において第三者に二

次利用させる場合は、原著作者の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置す

ること。それ以外の利用に当たっては、農林水産省は受託者と協議の上、その利用の取決めをする

こと。 

（18）受託者は、この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等

が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林水産省の責に帰す場合を除き、受託者は自らの責任と

負担において一切の処理を行うものとすること。 

この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟

上の防衛を受託者に委ねるなどの協力措置を講じるものとする。 

（19）受託者は、別添１「農林水産省の広報に関するガイドライン」の規定を遵守すること。 

（20）納入後１年以内に成果物が契約の内容に適合しないことが判明した場合は、無償で対応すること。 

（21）本事業に関する基準言語は、日本語とすること。 

（22）「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定

める計画の実施要領」（令和３年 10月 22日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）４の（１）の⑦

に基づき、見学会等開催時の飲料提供にワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用し

ないこと。 
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（23）受託者は、以下の関連する環境関係法令を遵守するものとすること。 

 

（24）受託者は、委託事業の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終

報告時に別添３の様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施

状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非該

当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～カの各項目について、一つ以上「実施した／努

めた」にチェックを入れること。 

 

７ 情報セキュリティに関する事項 

（１）秘密の保持 

本事業に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報については、本事

（１）エネルギーの節減 

・エネルギーの使用の合理化及び非化石エ （昭和 54年法律第 49号） 

ネルギーへの転換等に関する法律 

（２）悪臭及び害虫の発生防止 

  ・悪臭防止法              （昭和 46年法律第 91号） 

  （３）廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

     ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律   （昭和 45年法律第 137号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関す （平成 12年法律第 116号） 

る法律 

・国等による環境物品等の調達の推進等に （平成 12年法律第 100号） 

関する法律                             

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の （平成７年法律第 112号） 

促進等に関する法律 

・プラスチックに係る資源循環の促進等に  （令和３年法律第 60号）  

関する法律                                            

    （４）環境関係法令の遵守等 

・環境と調和のとれた食料システムの確立  （令和４年法律第 37号） 

のための環境負荷低減事業活動の促進等 

に関する法律 

・労働安全衛生法             （昭和47年法律第 57号） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律    （平成10年法律第 117号） 

・国等における温室効果ガス等の排出の削  （平成19年法律第 56号） 

減に配慮した契約の推進に関する法律 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保

存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォー

ムビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整

備及び管理並びに作業安全に努める。 
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業実施中はもとより終了後においても秘密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛

失又は盗難等による情報漏洩を確実に防止する措置を講ずること。 

（２）利用及び提供の制限 

受託者は、監督職員の指示又は承諾がある場合を除き、本事業を処理するための利用目的以外で

個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないこと。 

（３）複写等の禁止 

個人情報を複製する際には、事前に事業担当部署の承諾を得る。複製の実施は必要最低限とし、

複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施する。また、受託

者は廃棄作業が適切に行われたことを確認し、保証すること。 

（４）再委託の取扱い 

受託者は、事業担当部署の指示又は承諾がある場合を除き、本事業を処理するために、個人情報

については自ら取り扱うものとして、第三者にその取扱いを伴う業務を再委託してはならない。 

ただし、本事業の一部を第三者へ委託する場合は、事前に事業担当部署の承諾を得ること。 

（５）事案発生における報告 

受託者は、本事業を履行する上で、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年

５月 30日付け法律第 58号）を遵守し、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）をいう。）の漏洩等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大

防止のため必要な措置を講ずるとともに、事業担当部署に発生した事案の概要、被害状況、復旧等

の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。 

（６）資料等の返却 

受託者は、本事業を処理するために事業担当部署から貸与された資料等については、本事業終了

後又は契約解除後速やかに監督職員に返却しなければならない。 

（７）管理の確認等 

事業担当部署は、受託者が本事業上知り得た個人情報を含む情報の管理状況について、適時、確

認・検査することができる。 

（８）従事者への周知等 

受託者は、その従事者に対し、在職中又は退職後においても本事業に関して知り得た個人情報を

含む全ての情報をみだりに他人に知らせ、又は本事業の目的以外に使用してはならないなど、情報

の保護に関して必要な事項を周知し遵守させること。 

本事業の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保護義務等個人情報の適

正な取扱いに関する事項を明記し、事業担当部署の了承を得た上で実施すること。 
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（別紙様式） 

 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業 

 第○回○○○○○に関する出前講座又は○○○○に関するオープンラボ交流会 

の実施結果の概要 

 

日  時： 

場  所： 

開催形式： 

講 演 者： 

司  会： 

参加者数： 

 

概  要： 

 開催の趣旨、講演内容等を記載（適宜写真を入れる） 

 

質問・意見： 

 質疑応答の内容や参加者からの意見を記載 

 

そ の 他： 

 

※別途、アンケートの取りまとめ結果を添付（様式任意） 
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別添１

農林⽔産省の広報に関するガイドライン 

平成 27 年 10 ⽉１⽇制定
平成 28 年 12 ⽉９⽇改正
令和２年１⽉ 10 ⽇改正
令和６年４⽉１⽇改正

１ ⽬的
このガイドラインは、農林⽔産省が、広報物等の企画、制作⼜は発信のために外

部に委託する事業⼜は発注する業務（以下「広報事業等」という。）において、受
託者⼜は受注者（以下「受託者等」という。）が遵守する事項を規定することによ
り、広報の円滑な実施に資することを⽬的とする。

２ 対象
このガイドラインの対象となる広報物等は、各種媒体への広告、看板、垂れ幕、

Web サイト、ソーシャルメディア、動画、広報誌・情報誌、ポスター、パンフレ
ット・リーフレット、ちらし、その他広報を⽬的として企画、制作⼜は発信するも
のとする。

３ 受託者等が遵守する事項
広報事業等の受託者等は、以下の各事項を遵守すること。

（１）著作権等の取扱いに関する事項
著作権等の取扱いについては、以下のとおりとする。ただし、下記イからエに

ついては、写真等（動画については引⽤映像も含む。）の使⽤が⾒込まれる印刷
物⼜は動画（以下「印刷物等」という。）について適⽤するものとし、当該印刷
物等について、第三者が権利を有する写真等の素材が使われることが想定され
る場合の使⽤期間並びに当該印刷物等のインターネット配信等を⾏う場合の利
⽤期間及び利⽤⼿段については、広報事業等の仕様書において、別に定めると
ころによるものとする。
ア 受託者等は、広報事業等によって⽣じた納⼊成果品に係る⼀切の著作権（著

作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定する権利を
含む。）を、納⼊成果品の引渡し時に農林⽔産省に無償で譲渡するものとし、
農林⽔産省の⾏為について著作者⼈格権を⾏使しないものとする。

イ 受託者等は、第三者が権利を有する著作物を使⽤する場合は、原著作者等
の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使⽤に関
して、費⽤の負担を含む⼀切の⼿続きを⾏うものとする。

ウ 受託者等は、農林⽔産省が第三者が権利を有する著作物を含む納⼊成果品
を活⽤する場合及び農林⽔産省が認めた場合において第三者に⼆次利⽤させ
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るときは、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費⽤が発⽣しない
ように措置するものとする。それ以外の利⽤に当たっては、農林⽔産省は受
託者等と協議してその利⽤の取決めをするものとする。 

エ 広報事業等に係る契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等
に係る権利侵害の紛争等が⽣じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林⽔産省
の責めに帰すときを除き、受託者等は⾃らの責任と負担において⼀切の処理
を⾏うものとする。この場合、農林⽔産省は、係る紛争等の事実を知ったとき
は、受託者等に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者等に委ねる等の
協⼒措置を講じるものとする。 

 
（２）表現内容等に関する事項 
   受託者等は、広報物等において、 

① 法令に抵触する⾏為を容認していると受け取られるような表現内容 
② 法令に抵触する事業活動や宣伝等を⾏っている事業者⼜はその事業者が販

売する商品やサービスを好意的に紹介するような表現内容 
③ 農林⽔産省の施策の推進に反するような表現内容 
④ 著名⼈※を起⽤する場合、当該著名⼈⼜はその者が属する組織による不適切

な発⾔や発信 
がないか、出稿前に確認を⾏うこと。その際、別表１の１の右欄に掲げる事項に
ついては特に注意すること。 
※ 「著名⼈」とは、芸能⼈、タレント、有名⼈、学者、インフルエンサー等、その呼称を

問わず、発信⼒の⾼さを理由に起⽤する者のこと。 
 
（３）海外向けに作成する広報物等に関する事項 
   受託者等は、海外向けに企画、制作⼜は発信される広報物等については、別表

１の２の右欄に掲げる事項について特に注意すること。また、外国語の広報物
等を作成する際の⽇本語からの翻訳については、誤訳を防⽌するため、必要に
応じネイティブによるチェックを⾏うなど適切に対応すること。 

 
（４）ロゴ等に関する事項 
   受託者等は、広報事業等において、広報物等にロゴ等を⽤いる場合、別表１の

３の右欄に掲げる事項を遵守するとともに、作成した当該広報物等について、
当該広報事業等を担当する農林⽔産省職員の確認を受けること。 

 
 
（５）農林⽔産省 Web サイトへの掲載に関する事項 

  農林⽔産省 Web サイト内に、広報事業等において作成したコンテンツを掲載
する場合については、以下のとおりとする。 
ア 受託者等は、広報事業等に係る契約後に別途提供する各種マニュアルの記

載事項を遵守するともに、別表１の４の右欄に掲げる事項については特に注
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意すること。 
イ 受託者等は、コンテンツ作成の作業開始前に、当該広報事業等を担当する農

林⽔産省職員及び別表２に掲げる農林⽔産省の各機関における Web サイト管
理者（ウェブマスター）と、作成するコンテンツの仕様について協議を⾏うと
ともに、コンテンツ・マネジメント・システムへの適否を判断できるテストペ
ージ（数ページ）を作成し、同管理者によるテストページの承認を得てから、
コンテンツの作成作業を開始すること。 

 
４ その他 
  ３の各事項について疑義のある場合は、受託者等は、当該広報事業等を担当す

る農林⽔産省職員の指⽰に従うこと。 
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別表１ 
項⽬ 特に注意が必要な事項 

１ 表現内容に関する
事項（ガイドライン
本⽂３の（２）関連）） 

「⽜の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」
（平成 15 年法律第 72 号）第 9 条第 2 項に基づく⽿標を着けていない
⽜の写真やイラストの掲載 

２ 海外向けに作成す
る広報物等に関する
事項（ガイドライン
本⽂３の（３）関連） 

 
 
 

(1) 広報物等に⽇本地図を掲載する場合における北⽅領⼟、⽵島、尖
閣諸島を含む我が国の領⼟の正しい記載 

(2) インターネット上の地図情報提供サービスを利⽤する場合等にお
いては「⽇本海」（Sea of Japan ⼜は Japan Sea）の呼称の使⽤ 

(3) 広報物等における国名及び国旗の記載に当たっては、外 
務省 Web サイトの情報（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ 
area/index.html）を参考にすること。 

３ ロゴ等に関する事
項（ガイドライン本
⽂３の（４）関連） 

 
 
 
 

(1) 広報物等において農林⽔産省ロゴを⽤いる場合には、農林⽔産省
が 別 途 提 供 す る 「 VISUAL IDENTITY GUIDELINES 」 及 び
「VISUAL IDENTITY GUIDELINES DIGITAL 版」の規定を遵
守すること。 

(2) 我が国から海外に向けた発信の機会となる⾒本市、展⽰会等にお
ける広報物等に使⽤するロゴについて、その政策⽬的に応じた「ジ
ャパンマーク」を積極的に使⽤すること。 

４ 農林⽔産省 Web
サイトへの掲載に関
する事項（ガイドラ
イン本⽂３の（５）
関連）  

(1) 制作するコンテンツについては、⾼齢者・障害者にも利 
⽤しやすいものとするため、ウェブアクセシビリティに関する⽇本
産業規格（JIS X8341-3）に準拠したものとすること。 

(2) コンテンツの HTML 化に際しては、専⾨知識のない職員でも編
集 が 可 能 と な る よ う 、 提 供 す る テ ン プ レ ー ト （ XHTML1.0 ＋
CSS2.0）のデザインに従うこと。また、提供するテンプレートがフ
ルスタイル（XHTML1.0＋CSS2.0）にて実現されていることから、
テーブルタグを利⽤したデザインをできるだけ避け、フルスタイル
の環境で⾏うこと。 

(3) スマートフォンやタブレットでの閲覧者に配慮した画⾯構成と
すること。 

(4) コンテンツを掲載する前に、XHTML、CSS 及びアクセシビリテ
ィの各チェックを⾏うこと。なお、実施に当たっては、下記のチェ
ックツールを⽤いること。 

 ア XHTML 検証 
https://validator.w3.org/ 

 イ CSS 検証 
https://jigsaw.w3.org/css-validator/  
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ウ アクセシビリティ検証 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_fre
e/michecker.html 

 
別表２ 

Web サイト  URL 

本
省
等 

農林⽔産省本省 
林野庁 
⽔産庁 
農林⽔産技術会議事務局 

https://www.maff.go.jp/ 
https://www.rinya.maff.go.jp/ 
https://www.jfa.maff.go.jp/ 
https://www.affrc.maff.go.jp/ 

地
⽅
農
政
局
等 

北海道農政事務所 
東北農政局 
関東農政局 
北陸農政局 
東海農政局 
近畿農政局 
中国四国農政局 
九州農政局 

https://www.maff.go.jp/hokkaido/ 
https://www.maff.go.jp/tohoku/ 
https://www.maff.go.jp/kanto/ 
https://www.maff.go.jp/hokuriku/ 
https://www.maff.go.jp/tokai/ 
https://www.maff.go.jp/kinki/ 
https://www.maff.go.jp/chushi/ 
https://www.maff.go.jp/kyusyu/ 

森
林
管
理
局 

北海道森林管理局 
東北森林管理局 
関東森林管理局 
中部森林管理局 
近畿中国森林管理局 
四国森林管理局 
九州森林管理局 

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/ 
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/ 
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ 
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/ 
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/ 
https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/ 
https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/ 

漁
業
調
整
事
務
所 

北海道漁業調整事務所 
仙台漁業調整事務所 
新潟漁業調整事務所 
境港漁業調整事務所 
瀬⼾内海漁業調整事務所 
九州漁業調整事務所 

https://www.jfa.maff.go.jp/hokkaido/ 
https://www.jfa.maff.go.jp/sendai/ 
https://www.jfa.maff.go.jp/niigata/ 
https://www.jfa.maff.go.jp/sakaiminato/ 
https://www.jfa.maff.go.jp/setouti/ 
https://www.jfa.maff.go.jp/kyusyu/ 

そ
の
他 

農林⽔産政策研究所 
動物医薬品検査所 
動物検疫所 
植物防疫所 

https://www.maff.go.jp/primaff/ 
https://www.maff.go.jp/nval/ 
https://www.maff.go.jp/aqs/ 
https://www.maff.go.jp/pps/ 

 



委託事業における人件費の算定等の適正化について 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作

業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の

計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

 また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名

を記載すること。

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２

※１ 時間単価

 時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一

人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

・事業従事者に変更があった場合

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用さ

れた等）

・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。） 

 が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合

また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において

賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でな

いと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。

その場合、委託先との協議は、履行期限まで３か月以上ある場合に限り開始できる

ものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日（月を単位として適

用された場合はその月）以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するもの

とする。

別添２



 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 

        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し

た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記

によらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り 

     計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下２．において同じ。）において、受託単価規程等

が存在する場合には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素

等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている

場合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書

及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重



複計上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 

 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の

人件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近

１年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若

しくは直近１年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定

めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 



 で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年

間所定営業日数を算出し、就業規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、こ

れらを乗じて得た時間とする（以下同じ。）。 

 

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費等） 

÷年間理論総労働時間 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間 

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 



 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託

単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同

単価により人件費を算定すること。 

 

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が

必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重

複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事

業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認めら

れないことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが



ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間

外労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である

場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委

託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張

等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上するこ

とができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必

要がある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事

状況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤

簿）等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記

名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託

事業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されて

いる平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る

委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合に

は、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合に

は、本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 

 



附 則（令和８年１月１９日付け７予第１９４２号） 

（施行期日） 

１ この通知は、令和８年１月１９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の

適正化について（平成 22 年９月 27 日付け 22 経第 961 号大臣官房経理課長通知。以下

「人件費通知」という。）に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取

扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の

人件費通知の規定を適用することができる。 



 

1 

 

別添３ 

 

様式 

 

みどりチェック実施状況報告書 

 

事業名  

事業者名  

担当者・連絡先  

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使

用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達す

ることに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 



 

2 

 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆

肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定

期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄など

に努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的

に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 

 



 

3 

 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に

関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 
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具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）チェックシ

ート解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了

知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

 



 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業 

応札資料作成要領 

 

 本書は、令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託

事業の調達に係る応札資料（評価項目一覧及び提案書）の作成要領を取りまとめたもので

ある。 
 

１ 応札者が提出すべき資料 

    この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。 

資料名称 資  料  内  容 

誓約書  仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 

評価項目一覧 

 

 発注者が提示する評価項目一覧の提案書頁番号欄に該当する提案

書の頁番号を記載したもの 

提案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを提案書に

て説明したもの。主な項目は以下のとおり 

○ 応札者が提案する広報の内容、体制、波及効果等 

○ 実施計画 

○ 担当者の資格 

○ 補足資料（応札者の実績の詳細）等  
 

（注）情報管理適正化通知１．（１）ア及びイに規定する要件の全 
てを満たす契約の場合は、以下の資料を盛り込むこと。 

○ 業務従事者リスト 

○ 当該業務従事者に係る履歴資料 

○ 保護すべき情報の取扱いに関する資料 

（注）応札者は、このほかに通常の一般競争入札と同様に、入札書、参加資格を満た

していることを証明する資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し、共同提

 案の場合は、入札説明書別紙様式第４号入札参加申込書（共同事業体）、構成

員全員の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し等を提出しなければなら

ない。なお、提出方法については、入札説明書４（２）のとおりとする。 

２ 誓約書の作成 

  仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書（別紙１）を作成し、発注者に提

出すること。 

３ 評価項目一覧の作成 

(1) 評価項目一覧の構成 
      評価項目一覧の構成は、下表のとおり 
 



 
 

事 項 概  要  説  明 

提案要求事項 

 

 

提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出し

た提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区

分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 
例：広報の内容、設備、実施計画等 

添付資料 

 
応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自

体は、直接評価されて点数を付与されることはない。 

  例：実施体制及び担当者略歴、会社としての実績 
 

(2) 提案要求事項 

  評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成

し提示する「評価項目一覧（提案要求事項）」における「提案書頁番号」欄に該当頁 

を記載すること。 

項目名           項目説明・記載要領 記載者 

評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発注者 

評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発注者 

評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発注者 

得点配分 各項目に対する最大得点 発注者 

提案書頁番号 

 

応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載す

る。 

応札者 

 

 

(3) 添付資料 

  評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり 

項目名           項目説明・記載要領 記載者 

資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発注者 

資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発注者 

提案の要否 

 

 

必ず提案すべき項目（必須）又は必ずしも提案する必

要のない項目（任意）の区分が設定されているもの評

価基準とは異なり、採点対象とはしない。 

発注者 

 

 

提案書頁番号 

 

応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載す

る。 

応札者 

 

 

４ 提案書の作成 

(1)応募に係る説明会の開催  

ア 開催日時：令和８年２月18日（水）13:30～ 
イ 開催形式：オンライン（Microsoft Teams） 
  ※会議のURLは参加希望者に別途連絡 
ウ 説明会への出席を希望する者は、令和８年２月17日（火）17:00までに次のメー



ルアドレス宛に参加申し込みのメールを送付すること。 
 E-mail anzen_shitu/atmark/maff.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の

際は「@」に変更してください。 

 

(2) 提案書様式 

ア 提案書は、提案書雛型（別紙２）を参考にして作成する。 

イ  提案書は、Ａ４版カラーとし、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則とし

てＡ３版カラーとする。 

ウ  提出物は、電子媒体で提出する。その際のファイル形式は、Word、PowerPoin
t、Excel又はPDF形式とする（これにより難い場合は、発注者まで申し出るこ

と。） 

  電子媒体についてはウイルス対策を施すこと。 

(3) プレゼンテーション 

ア 応札者は、発注者に対して自らの提案内容の説明を令和８年３月18日（水 

）に行う。 

イ  説明に当たっては、農林水産省の会議室等又はオンラインでプレゼンテーション

を行うこととし、実際にプレゼンテーションを行う時間は入札締切後に発注者と別

途調整する。 

ウ  プレゼンテーションに当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案

書とは別に要約版資料を用意するなど効率的に実施できるよう工夫する。 

 

(4) 提案書作成に当たっての留意事項 

ア 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくて

も評価が可能な提案書を作成すること。 

  なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。 

イ  提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案

書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比

較表等を添付すること。 

ウ  応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料

を提案書に含めて提出すること。 

  なお、添付資料は、提案書本文と区分できるようにすること。 

エ 発注者から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡先（電話番

号、メールアドレス）を明記すること。 

オ 提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙３の質問状

に必要事項を記載の上、令和８年３月６日（金）17:00までに農林水産省技術会議

事務局研究企画課イノベーション戦略室技術安全推進班に提出すること。 

農林水産省技術会議事務局研究企画課イノベーション戦略室技術安全推進班 

       電 話 03-3502-7408  

  E-mail anzen_shitu/atmark/maff.go.jp 



※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の

際は「@」に変更してください。 

      ※受付曜日：月曜日～金曜日（行政機関の休日を除く。）  
      ※受付時間：10：00～12：00及び13：30～17：00  

  
カ  提案書様式及び留意事項に従った提案書ではないと発注者が判断した場合には、

提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。 

  なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留

意すること。 

  キ 提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。 

  ク 提出された提案書等の返却はしない。 
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別紙１ 
 

令和 年 月 日 
  
 支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 
 
 
 

住所 
商号又は名称 
代表者氏名 

 
 

誓 約 書 
 
 
 この度、「令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業」

の提案書を提出するにあたり、仕様書に記載されている要件を遵守・履行することを誓約いたし

ます。 
 



 

別紙２ 
提 案 書 雛 型 

 

事業内容及び実施方法 

事業の目的、趣旨との整合性 

事業内容の妥当性、独創性 

実施方法の妥当性、独創性 

事業の効果 

波及効果の有無 



 

事業計画の具体性 

事業遂行の効率性 

事業実施主体の適格性 

実施体制の適格性 

知見・専門性等の有無 

経理処理能力の適格性 

ワークライフバランス等の推進 



 

賃上げの実施を表明した企業等 

 



別紙３ 

質  問  状 

社 名  

住 所  

ＴＥＬ  

質問者  

質問に関連する文書名及び頁 

 

 

 

 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評    価    基    準

合  計 基礎点 加  点
事業内容及び実施方法

○ 事業の目的、趣旨との整合性 仕様書記載の事業内容について全て提案されているか。偏った内容に
なっていないか 必須 ５ ５ －

〃 広報趣旨と広報対象が的確に捉えられているか ５ － ５
○ 事業内容の妥当性・独創性 国の広報事業として妥当な内容であるか 必須 ５ ５ －
〃 仕様書記載の事業内容について、提案内容に具体性があり、実現可能な

ものとなっているか 必須 ５ ５ －

〃 品種改良加速技術（ゲノム編集技術）に係る国民への情報発信及び消費
者理解の向上のために、事業成果を高めるための創意工夫がみられるか

５ － ５

〃 広報内容が国民一般にとってわかりやすいものとなっているか ５ － ５
○ 実施方法の妥当性・独創性 実施方法に具体性があり、実現可能なものとなっているか 必須 ５ ５ －
〃 事業の認知度（読者、参加者、視聴者等）を高めるための工夫がされて

いるか
５ － ５

事業の効果

〇 波及効果の有無 事業の波及効果が見込まれるか
事業終了後も事業実施効果が見込まれるか

５ － ５

事業計画の具体性 出前講座の実施について、事業効果を高めるための工夫がみられるか ５ － ５

オープンラボ交流会の実施について、事業効果を高めるための工夫がみ
られるか

５ － ５

分かりやすいコンテンツの制作、情報発信について、消費者向けに分か
りやすい情報提供となるよう、事業効果を高めるための工夫がみられる
か

５ － ５

アンケート・分析について、消費者の品種改良加速技術（ゲノム編集技
術）に対する意識を、効果的に調査する提案となっているか

５ － ５

食品製造、流通業者等による検討会の実施について、効果的な検討会と
なるような構成メンバーと議題を提案しているか

５ － ５

事業遂行の効率性 事業の内容及び目標とする効果の達成に対して、日程、人員、作業手
順等が効率的かつ計画的であるか

５ － ５

事業実施主体の適格性

実施体制の適格性 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか
効果的な人員体制になっているか

必須 ５ ５ －

〇 知見・専門性等の有無 本事業にて発揮できる強み（品種改良加速技術（ゲノム編集技術）に関
する専門知識、関係機関等との協力体制構築のためのネットワーク等）
を有しているか

５ － ５

経理処理能力の適格性 事業を行う上で適切な財政基盤、一般的な経理処理能力を有しているか 必須 ５ ５ －

評 価 項 目 一 覧 （ 提 案 要 求 事 項 ）

評  価  項  目 評価
区分

得  点  配  分 提案書
頁番号



ワーク・ライフ・バランス等の推
進

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下（（１）～
（３）） の法令に基づく認定を受けているか

（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性
　　活躍推進法」という。）に基づく認定
　　・プラチナえるぼし　５点　※１
　　・えるぼし３段階目　４点  ※２
　　・えるぼし２段階目　３点　※２
　　・えるぼし１段階目　２点　※２
　　・行動計画　　　　　１点　※３

　　※１  女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定
　　※２  女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定
　　　　  なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
　　※３  常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業主に限る（計
画期間が満了していない女性活躍推進法第８条の規定に基づく一般事業
主行動計画を策定している場合のみ）。

５ － ５

（２）次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）に基づ
く認定
　　・プラチナくるみん認定企業　　５点  ※４
　　・くるみん認定企業（令和７年
　　４月１日以後の基準）　　　　　４点　※５
　　・くるみん認定企業（令和４年
　　４月１日～令和７年３月３１日
　　までの基準）　　　　　　　　　３点  ※６
　　・トライくるみん認定企業（令
　　和７年４月１日以後の基準）　　３点　※７
　　・くるみん認定企業（平成２９
　　年４月１日～令和４年３月３１
　　日までの基準）　　　　　　　　３点  ※８
　　・トライくるみん認定企業（令
　　和４年４月１日～令和７年３月
　　３１日までの基準）　　　　　　３点  ※９
　　・くるみん認定企業（平成２９
　　年３月３１日までの基準）　　　２点  ※10
　　・行動計画（令和７年４月１日
　　以後の基準）　　　　　　　　　１点　※３、※11

　　※４  次世代法第１５条の２の規定に基づく認定
　　※５  次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支
援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第
１４６号。以下「令和６年改正省令」という。）による改正後の次世代
育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第
１項第１号及び第２号に　掲げる基準による認定
　　※６  次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正
省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第
１号及び第２号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりな
お従前の例によることとされた令和
６年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行
規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定（ただし、
※８及び※10の認定を除く。）
　　※７  次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第
４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定
　　※８　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支
援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第
１８５号。以下「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世代
育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第
２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省令に
よる改正前の次　　世代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基
準による　認定（ただし、※10の認定を除く。）
　　※９　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正
省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第
３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりな
お従前の例によることとされた令和　　　　６年改正省令による改正前
の次世代育成支援対策推進法施行　　規則第４条第１項第３号及び第４
号に掲げる基準による認定
　　※10　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支
援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省
令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。）による改正前の次
世代育成支援対策推進法施行規則第　４条又は平成２９年改正省令附則
第２条第３項に掲げる基準
による認定
　　※11　次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のう
ち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年
法律第４２号）による改正後の次世代　法第１２条第５項の規定に基づ
き令和７年４月１日以後に策　定又は変更を行ったもの

（３）青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
　　・ユースエール認定企業  　４点

　　※12  （１）～（３）のうち複数の認定等に該当する場合は、最も
配点の高い区分により加点を行う。また、共同事業体で応募し、代表者
及びその構成員の中で複数の認定等に該当する
場合は、最も高い点数により加点を行う。

ワーク・ライフ・バランス等の推進



賃上げの実施を表明した企業等    

賃上げの実施を表明した企業等 賃上げを実施する企業として、以下の（１）又は（２）の表明をしてい
るか。
(1)大企業に該当する場合は、事業年度（又は暦年）において、対前年
度（又は対前年）比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％ 以
上増加させる旨を従業員に表明していること
(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度（又は暦年）において、 対
前年度（又は対前年）比で給与総額を1.5％以上増加させる旨を従業員
に表明していること
※共同事業体で応募した場合は、当該事業体に属する全ての企業が賃上
げを表明し、表明書を提出する必要がある。

５ － ５

財務省から「賃上げ基準に達して
いない者」として通知があった者

財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者につ
いて、減点始期から１年間、本評価項目の加点割合に20％加算した割合
により計算した点数を減点する。

▲６ － ▲６

（注）
　　表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目であり、評価項目の小項目ごとに設定している。



資    料    内    容 提案の
要  否

提案書
頁番号

本調達履行のための体制図 必  須
各業務担当者の略歴 必  須
類似業務の実績 任  意

会社概要等 必  須
女性活躍推進等の基準適合認定通知書等 任  意

任  意賃上げの実施を表明した企業
等

（別添）「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（様式１の１又は１の２）

評 価 項 目 一 覧 （ 添 付 資 料 ）

資  料  項  目

実施体制及び担当者略歴

事業実施主体の適格性

ワーク・ライフ・バランス等
の推進



（別添） 

 

賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について 

 

１ 趣旨 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）及

び「緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて～」（令和３

年 11 月８日新しい資本主義実現会議）を受けて、政府において賃上げを行う企業か

ら優先的に調達を行うため、令和４年４月１日以降に契約するものから、総合評価

落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等

に対して加点措置を行います。 
なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。 
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」

（令和３年 12 月 17 日付け財計第 4803 号財務大臣通知） 
○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」

（令和３年 12 月 17 日付け財計第 4803 号）第２（１）及び（２）に定める率に

ついて」（令和３年 12 月 17 日付け財計第 4804 号財務大臣通知） 

 

２ 措置の内容 

（１）国の調達において、応札者が給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年

度（又は対前年）（※）に比べ一定の増加率（大企業の場合３％、中小企業等の

場合 1.5％）以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（様式１の

１又は１の２）により表明した場合に加点します。 
（２）発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が（１）により

表明した賃上げが実行されているか確認します。 
このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員へ

の賃金引上げ実績整理表」（様式２の１又は２の２）及び「法人事業概況説明書」

等の提出が必要になります。 
（３）（２）の確認の結果、（１）により表明した賃上げが実行されていない場合、

本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する

資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式に

よる調達において、１年間、所定の点数を減点します。 
 

※ 企業の決算期（事業年度又は暦年）により、対前年度又は対前年を判断してく

ださい。 
 

  



（様式１の１）                                                       【大企業用】 

 

 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 

 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年（令和○年１月１日から令和○年 12 月 31 日））において、給与等受給

者一人当たりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率３％以上とすることを

表明いたします。 

 

  

 

 年  月  日 
株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によっ

て、代表者から説明を受けました。 

 

 

   年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

 



（留意事項） 

１ この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用（様式１の１）と中小

企業等用（様式１の２）で異なります。 
  貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙を

ご利用ください。 

 

  大 企 業：中小企業等以外の者をいう。 

  中小企業：法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当する者をいう。 

ただし、同条第５項に該当する者は除く。 

 

２ 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社

が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきま

すので、発注者の指示に従い、当該書類の写しを御提出いただくことを予め御承

知ください。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を提

出していただきます。 

３ 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させて

いただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しを御提出いただくこと

を予め御承知ください。 

４ 発注者において上記２若しくは３の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃

上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱している

と認められる場合又は上記２若しくは３の提出がない場合は、当該事実が判明し

た以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点

するものとします。 

５ 上記４による減点措置は、減点措置開始日から１年間、総合評価落札方式によ

る入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事由の

判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知

します。 

 



（様式１の２）                                                      【中小企業等用】 

 

 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 

 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年（令和○年１月１日から令和○年 12 月 31 日））において、給与総額を

対前年度（又は対前年）増加率 1.5％以上とすることを表明いたします。 

 

  

 

   年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によっ

て、代表者から説明を受けました。 

 

 

   年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

 



（留意事項） 

１ この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用（様式１の１）と中小

企業等用（様式１の２）で異なります。 

  貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙を

ご利用ください。 

 

  大 企 業：中小企業等以外の者をいう。 

  中小企業：法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当する者をいう。 

ただし、同条第５項に該当する者は除く。 

 

２ 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社

が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきま

すので、発注者の指示に従い、当該資料の写しを御提出いただくことを予め御承

知ください。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を提

出していただきます。 

３ 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させて

いただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しを御提出いただくこと

を予め御承知ください。 

４ 発注者において上記２若しくは３の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃

上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱している

と認められる場合又は上記２若しくは３の提出がない場合は、当該事実が判明し

た以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点

するものとします。 

５ 上記４による減点措置は、減点措置開始日から１年間、総合評価落札方式によ

る入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事由の

判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知

します。 



（様式２の１）                         【大企業用】 

 

従業員への賃金引上げ実績整理表 

 

１ 賃上げ実績 

 
前年(度)の給与

等平均受給額 

① 

当年(度)の給与

等平均受給額 

② 

賃上げ率 

(②／①－１) 

×100 

賃上げ基準 達成状況 

 

 

 ％ ％ 達成／未達成 

 
２ 使用した書類 

 

□ 法人事業概況説明書 

【算出方法】｢｢10 主要科目｣の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）｣÷｢｢４期末従業

員等の状況｣の計欄｣で算出した金額を前年度と比較する 

 

□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 

【算出方法】｢｢１給与所得の源泉徴収票合計表｣の｢支払金額｣｣÷「人員」で算出した

金額を前年と比較する 

 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 

 

 

   年 月 日 

 株式会社〇〇〇〇 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 〇〇 〇〇 

 

 

（留意事項） 
  前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票

等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 



（様式２の２）                       【中小企業等用】 
 
従業員への賃金引上げ実績整理表 
 
１ 賃上げ実績 
 

前年 (度 )の給与

総額 ① 
当年(度)の給与総

額 ② 
賃上げ率 
(②／①－１) 
×100 

賃上げ基準 達成状況 

 
 

 ％ ％ 達成／未達成 

 
２ 使用した書類 
 

□ 法人事業概況説明書 
【算出方法】「｢10 主要科目｣の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）｣で算

出した給与総額を前年度と比較する 
 

□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 
【算出方法】「｢１給与所得の源泉徴収票合計表｣の｢支払金額｣｣で算出した

給与総額を前年と比較する 
 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 
 
 
   年 月 日 
 株式会社〇〇〇〇 
 （住所を記載） 
 代表者氏名 〇〇 〇〇 
 
 
（留意事項） 
  前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表」の写しを添付してください。 



 

評 価 手 順 書 

 

 本書は、令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開

委託事業の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続

は、以下のとおり。 

 

１ 落札方式及び得点配分 

（１） 落札方式 

次の要件をすべて満たしている者のうち総合評価点が最も高い者を落札者と

する。 

○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。 

○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たし

ていること。 

（２） 総合評価点の計算 
 

総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点 

 
技術点＝基礎点＋加点 

価格点＝（１‐入札価格／予定価格）×価格点の配分 

（３） 得点配分 

技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を 30 点及び 70 点とし、価格点

の配分を 50点とする。 
 

技術点（必須項目） 

技術点（任意項目） 

30点 

70点 

価格点 50点 

 

２ 技術点の加点方法 

（１） 技術点の構成 

技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項

目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。 

（２） 基礎点 

基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。 

基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、

満たしていなければ０点のいずれかとなる。 

なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。 



 

（３） 加点 

加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。 

加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点

と異なり様々な点数となる。 

なお、賃上げの実施を表明したものの賃上げを実行していない等により、財

務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者は、減点対象

期間において、所定の点数を減点する。 

 

３ 評価の手続 

（１） 一次評価 

まず、以下の事項について評価を行う。 

○ 誓約書が提出されているか。 

○ 「評価項目一覧（提案要求事項）」で評価区分欄が必須とされている項目に

対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。 

○ 「評価項目一覧（添付資料）」で提案の要否欄が必須とされている項目に対

して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。 

（２） 二次評価 

一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧（提案要求事項）」に記載し

ている評価基準に基づき採点を行う。 

なお、複数の評価者のうち１人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち

必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。 

また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果

（点数）を合計し、それを平均して技術点を算出する。 

（３） 総合評価点の算出 

上記（２）により算出した技術点と上記１（２）により計算した価格点とを合

計して、総合評価点を算出する。 



委  託  契  約  書  （案）  

 

支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官（経理）須田  亙（以下「甲」

という。）と○○○○○（以下「乙」という。）は、令和８年度先端技術の社会実

装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業（以下「委託事業」とい

う。）の委託について、次のとおり委託契約を締結する。  

 

【契約の相手方が共同事業体の場合】  

支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官（経理）須田  亙（以下「甲」と

いう。）と■■共同事業体（以下「乙」という。）の構成員を代表する  

法人□□□□代表●●は、令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウト

リーチ活動の展開委託事業（以下「委託事業」という。）の委託について、次のと

おり委託契約を締結する。  

 

 （実施する委託事業）  

第１条  甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告する

ものとする。  

 (１ ) 委託事業名  令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ

活動の展開委託事業  

 (２ ) 委託事業の内容及び経費  別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり  

 (３ ) 履行期限   令和９年３月１９日  

 

 （委託事業の遂行）  

第２条  乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施

しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

 

（委託費の限度額）  

第３条  甲は、委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、  

 金      円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）を超えない範囲内で乙

に支払うものとする。  

（注）「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和 63年法律第 108号）第 28

条第１項及び第 29条並びに地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 72条の 82及び

第 72条の 83の規定により算出したもので、委託費の限度額に 110分の 10を乗じ

て得た金額である。  

２  乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用し

なければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

 

 （契約保証金）  

第４条  会計法（昭和 22年法律第 35号）第 29条の９第１項に規定する契約保証金の

納付は、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 100条の３第３号の規定

により免除する。  

 

 （再委託の制限）  

第５条   乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。  

  なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定

及び技術的判断等をいうものとする。  

２  乙は、この委託事業の達成のため委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け

負わせること（以下「再委託」という。）を必要とするときは、あらかじめ再委

託承認申請書（別紙様式第２号）に必要事項を記載して甲の承認を得なければな



らない。ただし、再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再

委託の金額の割合（以下「再委託比率」という。）が 50パーセント以内の業務と

する。  

３  乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名

称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載

した書面を甲に提出しなければならない。  

ただし、本委託事業の仕様書においてこれらの事項が記載されている場合にあ

っては、甲の承認を得たものとみなす。  

４  乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の

承認を得なければならない。  

５  乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負（再々委託又は再々請

負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。）を必要とするときは、再々委託又は

再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第２

項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。  

６   乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変

更する必要がある場合には、第４項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変

更し、甲に届け出なければならない。  

７   甲は、前２項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確

保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができ

る。  

８  再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比

率が 50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100万円以下である場合

には、軽微な再委託として第２項から前項までの規定は適用しない。  

 

 （再委託の制限の例外）  

第６条   前条第１項及び第２項の規定に関わらず、再委託する業務が次の各号に該

当する場合、乙は、委託事業の主たる部分及び再委託比率が 50パーセントを超え

る業務を委任し、又は請け負わせることが出来るものとする。  

（１）再委託する業務が海外で行われる場合  

（２）広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となって

いる場合  

（３）会社法 (平成 17年法律第 86号 )第２条第３号の規定に基づく子会社若しくは財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和 38年 11月 27日大蔵省令第

59号 )第８条第５項及び第６項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる

場合  

２  前項の再委託がある場合において、再委託比率は、当該再委託の金額を全ての

再委託の金額及び委託費の限度額から減算して計算した率とする。  

 

 （監督）  

第７条  甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要がある

と認めたときは、甲の命じた監督のための職員（以下「監督職員」という。）に

監督させることができるものとする。  

２  前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとす

る。  

３  乙は、甲（監督職員を含む。）から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出

を求められた場合は、速やかに提出するものとする。  

 

 （実績報告）  

第８条  乙は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを

含む。）は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書（別紙様式第３号）



を甲に提出するものとする。  

 

 （検査）  

第９条  甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した

日から 10日以内の日（当該期間の末日が休日（行政機関の休日に関する法律（昭

和 63年法律第 91号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）に当たるときは、当

該末日の翌日を当該期間の末日とする。）又は当該委託事業の履行期限の末日に

属する年度の３月 31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適

合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により

検査を行うものとする。  

２  甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に  

違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求める  

ことができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了し

た旨の通知を受理した日から 10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合する

ものであるかどうか再度検査を行うものとする。  

 

 （委託費の額の確定）  

第 10条  甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合する

と認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。  

２  前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に

規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。  

 

 （委託費の支払）  

第 11条  甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払

請求書（別紙様式第４号）を受理した日から 30日以内にその支払を行うものとす

る。  

ただし、乙が委託事業実績報告書（別紙様式第３号）の提出に併せて、委託費

の精算払請求を行った場合は、前条第１項に規定する通知の日から 30日以内にそ

の支払を行うものとする。  

２  甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項の規定にかかわら

ず、乙の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をするこ

とができるものとする。  

３  乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書（別紙様式第４号）を甲

に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から 30日

以内にその支払を行うものとする。  

 

 （過払金の返還）  

第 12条  乙は、既に支払を受けた委託費が、第 10条第１項の委託費の確定額を超え

るときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。  

 

 （委託事業の中止等）  

第 13条  乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難と

なったときは、委託事業中止（廃止）申請書（別紙様式第５号）を甲に提出し、

甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。  

２  前項の規定により契約を解除するときは、前３条の規定に準じ精算するものと

する。  

 

 （計画変更の承認）  

第 14条  乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委

託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認



申請書（別紙様式第６号）を甲に提出し、その承認を受けなければならない。  

ただし、委託事業計画書２の収支予算の支出の部の区分欄に掲げる経費の相互

間における 30パーセント以内の金額の流用については、この限りではない。  

２  甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。  

 

 （契約の解除等）  

第 15条  甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又

は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、

及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。  

 

 （違約金）  

第 16条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金と

して契約金額の 100分の 10に相当する額を請求することができる。  

 (１ ) 前条の規定によりこの契約が解除された場合  

 (２ ) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の

債務について履行不能となった場合  

２   次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合

とみなす。  

（１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法

律第 75号）の規定により選任された破産管財人  

（２）乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154号）の規定により選任された管財人  

(３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成

11年法律第 225号）の規定により選任された再生債務者等  

３  甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害

について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。  

 

  （談合等の不正行為に係る解除）  

第 17条  甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部

又は一部を解除することができる。  

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第

７条若しくは第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合

に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課

徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用

人を含む。）が刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６若しくは第 198条又は

独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号の規定による刑の容疑に

より公訴を提起されたとき。  

２  乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、

速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。  

 

 （談合等の不正行為に係る違約金）  

第 18条  乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により

契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100分の 10に相

当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。  

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条

の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に



よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。  

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課

徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。  

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項

又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った

とき。  

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用

人を含む。）に係る刑法第 96条の６若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第

１項若しくは第 95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。  

２  乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当すると

きは、前項の契約金額の 100分の 10に相当する額のほか、契約金額の 100分の５に

相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。  

（１）前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第

１項の規定の適用があるとき。  

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又

は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の

首謀者であることが明らかになったとき。  

（３）乙が甲に対し、入札（又は見積）心得第３条（公正な入札（又は見積）の確

保）の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。  

３  乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。  

４  第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。  

 

 （属性要件に基づく契約解除）  

第 19条  甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要

せず、本契約を解除することができる。  

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその  

  者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務

所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質

的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき。  

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると

き。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき。  

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。  

 

 （行為要件に基づく契約解除）  

第 20条  甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした

場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。  

（１）暴力的な要求行為  

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為  



（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為  

（５）その他前各号に準ずる行為  

 

 （表明確約）  

第 21条  乙は、第 19条の各号及び第 20条各号のいずれにも該当しないことを表明  

し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。  

２  乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」とい  

う。）を再受託者等（再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個

別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約

する。  

 

 （再委託契約等に関する契約解除）  

第 22条  乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直

ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者

（再受託者等）との契約を解除させるようにしなければならない。  

２  甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは

再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反し

て当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象

者（再受託者等）との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を

解除することができる。  

 

 （損害賠償）  

第 23条  甲は、第 19条、第 20条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しな

い。  

２  乙は、甲が第 19条、第 20条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。  

 

 （不当介入に関する通報・報告）  

第 24条  乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標

ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当

介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これ

を拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察

への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。  

 

 （著作権等）  

第 25条  乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権（著作権法

（昭和 45年法律第 48号）第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）を、著作物

の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行

使しないものとする。  

２  乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及

び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担

を含む一切の手続きを行うものとする。  

３  乙は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利

用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しな

いように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議の

上、その利用の取り決めをするものとする。  

４  この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の

紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は



自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛

争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ね

る等の協力措置を講じるものとする。  

 

（著作権等の利用）  

第 26条  乙は、前条第１項の規定にかかわらず、委託事業により納入された著作物

に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が

利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとす

る。  

２  乙は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使し

ないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、

当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。  

３  乙は、委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際

し、委託事業による成果である旨を明示するものとする。  

 

（委託事業の調査）  

第 27条  甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審

査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事

項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、

乙はこれに応じなければならないものとする。  

 

（帳簿等）  

第 28条  乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整

備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業

の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。  

２  乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都

度、これを行うものとする。  

３  乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証す

るための証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理

規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の４月１日か

ら起算して５年間、整備・保管しなければならない。  

４  乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と

十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。  

５  乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行

ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができ

ず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しな

ければならない。  

 

 （旅費及び賃金）  

第 29条  乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業

の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した

場合に限るものとする。  

２  乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合

には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付

を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。  

 

（秘密の保持等）  

第 30条  乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかか

わらず第三者に漏らしてはならない。  

 



（個人情報に関する秘密保持等）  

第 31条  乙及びこの委託事業に従事する者（従事した者を含む。以下「委託事業従

事者」という。）は、この委託事業に関して知り得た個人情報（生存する個人に

関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）を

いう。以下同じ。）を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供しては

ならない。  

２  乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。  

３  前２項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。  

 

（個人情報の複製等の制限）  

第 32条  乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重

複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達

成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはな

らない。  

 

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応）  

第 33条  乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確

保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必

要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及

び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。  

 

（委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却）  

第 34条  乙は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒

体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法によ

り情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、

返却しなければならない。  

 

（再委託の条件）  

第 35条  乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人

情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第 31条から第 34条に規定する

甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。  

 

（疑義の解決）  

第 36条  前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、

解決するものとする。  

 

 

  



 

 上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名の上、各１通を保有する

ものとする。  

 

 

   令和   年   月   日  

 

 

委託者（甲）  東京都千代田区霞が関１丁目２番１号  

支出負担行為担当官  

農林水産省大臣官房参事官（経理）  

                            須田  亙    

 

 

受託者（乙）  住  所  

氏  名                          

 

 

（注）  電子契約書以外の場合は、甲乙それぞれ押印が必要。



（別紙様式第１号） 

 

委  託  事  業  計  画  書 

 

１ 事業内容 

ア 事業実施方針 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業仕様書（以下

「仕様書」という。）に基づき、事業を実施する。 

イ 事業内容 

  仕様書のとおり。 

ウ 事業実施期間 

  契約締結日～令和９年３月１９日 

エ 担当者 

オ 報告の方法 

  仕様書のとおり。 

  

２ 収支予算 

収入の部 

区  分 予 算 額 備   考 

 国 庫 委 託 費 

 

計 

  うち消費税及び地方消費税の額○○円 

 

支出の部 

区  分 予 算 額 備   考 

１ 人件費 

 

２ 事業費 

  

 

 

 

 

 

 

３ 一般管理費 

 

４ 消費税相当額 

 

計 

  

 

①謝金 

 ②旅費 

 ③会議費 

④借料及び損料 

⑤消耗品費 

⑥印刷製本費 

⑦雑役務費またはその他経費 

 

２のうち③から⑦に係る経費の15％以内 

（注）備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。 

   一般管理費を経費として計上する場合は、原則、事業費のうち旅費及び謝金(再委託費を除く)を除く経費の15％以内と

し、これによりがたい場合は受託者の内部規程等で定められた率を使用すること。 

   備品(原型のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が50,000円以上の物品)の購入は認めない。 

 

３ 再委託先等 

氏名又は名称 住   所 業務の範囲 必要性及び契約金額 

    

  （注）再委託先名及び金額が記載されている提案書が当該委託事業の仕様書として採用された場合に限る。 



 

 
（契約の相手方が共同事業体の場合） 

４ 構成員の事業計画 

ア 担当事業名 イ 構成員名 ウ 構成員の事業内容 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

委託限度額：     円 
名称 

 

 

 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

委託限度額：     円 
名称 

 

 

 

 

 

 

住所 

 

  

 

 

委託限度額：     円 
名称 

 

 

・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。 

・１行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、２行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。 

・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名を記載すること。 

・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。 

 

 

  



（別紙様式第２号） 
 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業再委託承認申請書 
 

番     号 
年  月  日 

 
支出負担行為担当官 

 農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 
 
                   （受託者） 
                     住 所 
                     氏 名             
 
  令和  年  月  日付け契約の令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動
の展開委託事業について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第５条第２項の規定により承認
されたく申請します。 

 
記 

 
 １ 再委託先の相手方の氏名又は名称及び住所 
 
 
 ２ 再委託を行う業務の範囲 
 
 
 ３ 再委託の必要性 
 
 
 ４ 再委託金額 
 
 
 ５ 個人情報の取扱いに関する事項 
 
 
 ６ その他必要な事項 
 
 
（注）１ 申請時に再委託先及び再委託金額（限度額を含む。）を特定できない事情がある場合には、その

理由を記載すること。 
なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託金額が決定した場合には、当該事項をこの書類に

準じて、報告すること。 
２ 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は再委託金額（限度額を含む。）を変更する 
場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 

３ 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。 
  



 
（別紙様式第３号） 
 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業実績報告書 

番 号 

年 月 日 

支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

官署支出官 

農林水産省大臣官房予算課経理調査官 殿 

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の

展開委託事業について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第８条の規定により、その

実績を報告します。 

   （なお、併せて委託費金    円也の支払を請求します。） 

 

記 

 

１ 事業の実施状況 

ア 事業内容 

イ 事業実施期間 

ウ 担当者 

エ 事業の成果（又はその概略） 

オ 事業成果報告書の配付実績等 

 

２ 収支精算 

収入の部 
 

区 分 
 

精算額 
 

予算額 
比  較  増  減 

 
備  考 

増 減 

国庫委託費 
 

計 

    うち消費税及び地方消費

税の額○○円 

 
支出の部 

 
区 分 

 
精算額 

 
予算額 

比  較  増  減 
 

備  考 
増 減 

 
 

計 

     

（注） 備考欄には、精算の内訳を記載すること。 

 
 
 
 
 



 
 
 

（契約の相手方が共同事業体の場合） 

３ 構成員の実績 

ア 担当事業名 イ 構成員名 ウ 構成員の事業内容 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

実績額：     円 

 

名称 

 

 

 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

実績額：     円 
 

名称 

 

 

 

 住所 

 

  

 

 

実績額：     円 
 

名称 

 

 

・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。 

・１行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、２行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。 

・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名を記載すること。 

・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。 

  



（別紙様式第４号） 

 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業委託費概算払・精算払 

請求書 

                                     

番 号 

年 月 日 

 

官署支出官 

農林水産省大臣官房予算課経理調査官 殿 

  

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の

展開委託事業について、下記により、委託費 

金     円也を、 概算払・精算払  により支払されたく請求します。 

                                  

記 

 
 
区 分 

 
国庫委託費 

既受領額 今回請求額 残  額 事業完了 

予定年月日 

 

備考 金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高 

          

 

 

 

 

（注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。 

 



（別紙様式第５号） 

 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業中止（廃止）申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

    

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の

展開委託事業について、下記により中止（廃止）したいので、委託契約書第13条第１項の規定により

申請します。 

 

記 

 

１ 委託事業の中止（廃止）の理由 

２ 中止（廃止）しようとする以前の事業実施状況 

ア 事業について 

イ 経費について 

 

経費支出状況 

 

経費の区分 

 

 
○月○日現在 

支出済額 

 

残 額 

 

 

支出予定額 

 

中止（又は廃

止）に伴う 

不 用 額 

 

備 考 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

３ 中止（廃止）後の措置 

   ア 事業について  

   イ 経費について 

   ウ 経費支出予定明細 

 

経費の区分 

  

支出予定金額 

    
算 出 基 礎 

     （ 名 称 、 数 量 、 単 価 、 金 額 ） 

 

 

  

 

 

 



（別紙様式第６号） 

 

令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の展開委託事業計画変更承認申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

 

 

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動の

展開委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第14条第１項の規定により承認さ

れたく申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

２ 変更する事業計画又は事業内容 

３ 変更経費区分 

 
（注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記 

載のこと。 

 




